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令和７年 第１３回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和７年１２月２３日（火） 午後２時００分 

２．場  所 市役所峰庁舎２階 第４会議室 

３．出 席 者 糸瀨教育長、一宮委員、佐伯委員、早田委員 

４．説明のた

めの出席者 

扇教育部長、扇次長兼教育総務課長、坂本学校教育課長、財部生涯学習

課長、田中文化財課長 

５．会議書記 中村課長補佐 

６．欠 席 者 齋藤委員 

７．閉会日時 令和７年１２月２３日（火） 午後３時００分 

８．議 事 

 

 日程第 １ 

 

 日程第 ２ 

 

 日程第 ３ 

 

 日程第 ４ 

 

 

日程第 ５ 

 

 

 日程第 ６ 

 

 

 日程第 ７ 

 

 日程第 ８ 

 

 

 日程第 ９ 

 

 日程第１０ 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第２２号 対馬市立小・中学校の通学区域の設定に関する規則の一

部を改正する規則について 

 

議案第２３号 対馬市スクールバスの運行及び管理等に関する規則の

一部を改正する規則について 

 

議案第２４号 対馬市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて 

 

議案第２５号 対馬市教育委員会表彰について 

 

議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて 

       （職員の人事異動について） 

 

報告第１５号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

その他 
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教育長 ただいまから、令和７年第１３回対馬市教育委員会会議を開会いたし

ます。 

議事の進行につきましては対馬市教育委員会会議規則により進めた

いと思います。 

はじめに、会議資料の 1ページをご覧ください。 

本日、追加議案が出ております関係で、日程第７、議案第２５号の後

に、議案第２６号「専決処分の承認を求めることについて」を追加日程

第８として、以下日程を繰り下げたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしのようです。 

それでは、議案第２６号を追加日程第８として、以下日程を繰り下げ

ることにいたします。 

 

それでは、日程第１、「会議録署名委員の指名」を行います。 

今回の会議録署名委員は、一宮委員さんと佐伯委員さんを指名しま

す。よろしくお願いします。 

 

続きまして、日程第２、「会期日程の決定」でありますが、お諮りしま

す。本会議の会期は本日１日にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしのようです。したがって、会期は本日１２月２３日の１日と

します。会議運営につきまして、ご協力をお願いいたします。 

 

次に、日程第３、「教育長諸報告」を行います。 

資料の２ページをお願いいたします。 

令和７年１１月、１２月の私の業務についての報告です。 

まず１１月１９日、厳原中学校の研究発表会に参加をいたしました。 

学力向上という、朝自習のあり方を含めて授業のあり方全般を広く捉

えた研究がなされておったと思います。 

２３日、日曜日、しまの芸術文化祭ｉｎ対馬、交流センターで行われ

ました。 

満員のお客さんで大変盛況であったというふうに思います。 

２５日、火曜日、第２回対馬市総合計画策定本部会議がございました。 
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今後１０年間の本市の大綱についての会議が実施をされました。 

２８日、金曜日、美津島北部小学校の研究発表会です。 

少人数ならではの丁寧な指導がなされておったということでござい

ます。 

２９日、土曜日、県立対馬高等学校創立１２０周年記念式典が交流セ

ンターで行われました。 

私も卒業生として参加をいたしました。非常に楽しい会でございまし

た。 

３０日、日曜日、こころアクションフォーラムｉｎ対馬、公会堂で行

われました。 

少年の主張等々、非常に盛りだくさんでありまして、非常に良い意見

発表もあったなというふうに思っております。 

１２月に入りまして、１日の月曜日、定例校長会 

２日から市議会定例会がありました。 

２日が初日で３日、４日、５日と市政一般質問が行われました。 

教育委員会関係は３日、水曜日に行われまして、２名の議員さんから

計４件のご質問がありました。 

何とか、皆さんのご協力でお答えすることができました。 

６日、土曜日、有人国境離島法改正・延長の実現に向けた対馬市総決

起大会が交流センターで行われました。 

７００人ぐらいの参加者、国会議員の方４名、知事さん、県議会議長、

畑島県議、勢ぞろいでありました。 

８日、月曜日、第２回教育支援委員会に出席をいたしました。 

９日、火曜日、統合に係る地区説明会を今里小学校区で行いました。 

説明はいたしましたが、今里地区のみ今後、総会を開いて決めるとい

うようなことでございました。 

１０日、新規採用職員との意見交換会が本庁で行われました。 

様々なご意見を伺いまして、議会よりも緊張してしまいました。 

今年初めて市役所職員として勤めた方々との意見交換だったんです

が、みんなが課題意識を持って仕事をしているということは非常に感心

をいたしたところでございます。 

１１日、１２日、臨時校長研修会、いわゆる人事ヒアリングの２回目

ということで様々な意見交換を行いました。 

１５日、月曜日、市議会定例会の最終日でございました。 

１６日、火曜日、統合に係る地区説明会、今度は美津島北部小学校区

で行いました。 
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ここについては地区の賛同を一応得たということで、あとは区長さん

方のご同意をいただくという段取りになりました。 

そして本日、教育委員会会議ということでございます。 

以上、諸報告でございました。 

報告事項について、何かご質問等ありましたら、「その他」の項でお受

けしたいと思います。 

 

続きまして、日程第４、議案第２２号「対馬市立小・中学校の通学区

域の設定に関する規則の一部を改正する規則について」を議題としま

す。 

事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

学校教育課長 ３ページをお開きください。 

対馬市立小・中学校の通学区域の設定に関する規則の一部を改正する

規則を別紙のとおり改正することについて、教育委員会の承認を求める

ものでございます。 

提案理由としましては、令和８年度から豆酘小学校が久田小学校へ、

豆酘中学校が久田中学校に統合するためでございます。 

また、現在の通学区域は、行政区名と地区名が混在していたため、全

ての学校の通学区域を行政区名に統一し、対馬市区長設置条例第２条と

並び順を統一するためでございます。 

８ページの新旧対照表をご覧ください。 

表の右側が現行のものになります。 

現行の対馬市立豆酘小学校の通学区域である、豆酘、浅藻、豆酘瀬、

佐須瀬を、改正案のとおり久田小学校の通学区域に改めます。 

次に１０ページの新旧対照表をご覧ください。 

現行の対馬市立豆酘中学校の通学区域である、豆酘、浅藻、佐須瀬、

豆酘瀬を改正案のとおり久田中学校の通学区域に改めます。 

また、８ページから１１ページの改正案の通学区域の表内の下線部の

とおり行政区名の並び順を、対馬市区長設置条例第２条と統一をしてお

ります。 

以上で説明を終わります。 

ご審議の上、承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

教育長 説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

 

質疑等ないようでございますので、これから議案第２２号を採決いた

します。 
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お諮りします。 

議案第２２号「対馬市立小・中学校の通学区域の設定に関する規則の

一部を改正する規則について」は、原案のとおり承認することにご異議

ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第２２号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第５、議案第２３号「対馬市スクールバスの運行及

び管理等に関する規則の一部を改正する規則について」を議題としま

す。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

学校教育課長 １３ページをお開きください。 

対馬市スクールバスの運行及び管理等に関する規則の一部を改正す

る規則を別紙のとおり改正することについて教育委員会の承認を求め

るものでございます。 

提案理由としましては先ほどと同様ですが、令和８年度から豆酘小学

校が久田小学校へ豆酘中学校が久田中学校に統合するためでございま

す。 

また、現行の規則内では、第８条の文中は「対象地区」となっており

ますが、それに付随する別表内は、「対象行政区」となっているため、行

政区に統一し、あわせて表内の並び順を対馬市区長設置条例と統一する

ためでございます。 

１７ページの新旧対照表をご覧ください。 

これも右側が現行、左側が改正案ということになります。 

現行の第８条中、下線のところが「対象地区」になっておりますが、

その下の別表には「対象行政区」とあります。 

そこを統一したいということで、改正案の第８条の下線部のように、

「対象行政区」と改めます。 

また１７ページから２０ページの対象行政区内の地区名を改正案の

下線のとおり地区の並び順を対馬市区長設置条例と統一をいたします。 

以上で説明を終わります。 

ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

教育長 説明が終わりましたので審議方よろしくお願いいたします。 

 

質疑等ないようでしたら、これから議案第２３号を採決します。 
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お諮りします。 

議案第２３号「対馬市スクールバスの運行及び管理等に関する規則の

一部を改正する規則について」は、原案のとおり承認することにご異議

ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第６号、議案第２４号「対馬市体育施設条例施行規

則の一部を改正する規則について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

生涯学習課長 ２２ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第２４号、対馬市体育施設条例施行規

則の一部を改正する規則についてでございますが、対馬市体育施設条例

施行規則の一部を別紙のとおり改正することにつきまして、教育委員会

の議決を求めるものでございます。 

提案理由とその内容についてご説明いたします。 

今回の改正は廃校施設の利活用により、対馬市大調体育館を別用途で

活用することに伴い、対馬市体育施設条例施行規則から削除するため、

所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容につきましては、２４ページの新旧対照表をごらんくださ

い。 

右側が現行、左側が改正案となっております。 

別表の表中の対馬市大調体育館の部分を削るものでございます。 

附則でこの規則は令和８年４月１日から施行することとしておりま

す。 

施設利用者につきましては前回教育委員会会議において体育施設条

例の一部改正の議案説明の際にさせていただきましたが、THE ZEN 

SAMURAI JAPAN 合同会社で武士道の精神を自然の中で体験する施設の利

活用として貸し付け予定となっております。 

以上簡単でございますが説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりましたので審議方よろしくお願いいたします。 

佐伯委員 賛成の意見です。 

前回の会議のときに情報提供をいただいて、その後フォローして活動

を見せていただいているのですが、フォロワー数も多いし、非常に活発
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に活動されてらっしゃるなというところで、とてもいいことだなという

ふうに思いました。 

早田委員 その後の進捗状況はどんな感じですか。 

生涯学習課長 体育施設の貸し付けについては、条例等改正したのちに４月１日に普

通財産になります。 

その後、５月１日からの活用に向けて、利活用者の方で進められるよ

うです。 

教育長 その他質疑等ないようですから、これから議案第２４号を採決いたし

ます。 

お諮りします。 

議案第２４号「対馬市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて」は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第２４号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第７、議案第２５号「対馬市教育委員会表彰につい

て」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

教育総務課長 ただいま議題となりました議案第２５号、対馬市教育委員会表彰につ

いて、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

資料の２５ページをお願いします。 

対馬市教育委員会表彰規則第９条の規定により、表彰選考委員会から

別紙のとおり選考結果の報告がありましたので、同規則第１０条の規定

により教育委員会の承認を求めるものでございます。 

２６ページをお願いします。 

１２月２日付けにて、選考委員会から選考結果の報告がされておりま

す。 

被表彰候補者は、第２号該当の文化功労で、美津島町在住の俵次男氏

でございます。 

功績につきましては２７ページ、２８ページに掲載のとおりでござい

ます。 

功績の概要は、平成２６年から現在まで、対馬市文化財保護審議会委

員を１１年間、その内副会長として２年間、令和６年５月から会長とし

て務められています。知識と経験に基づいた指導助言を行い、対馬市の

文化財保護行政に貢献しているということにより、文化財課からの推薦
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となっております。 

以上、簡単ですが、説明を終わります。 

ご審議の上、承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりましたので審議方よろしくお願いいたします。 

佐伯委員 表彰はすごくいいことだなというふうに思っております。 

この資料についてですが、これまでは生年月日や住所がこういったと

きには大体載ってきてたものと思うのですが、私が委員になって最初の

頃に、できるだけ不要な情報は載せないようにお願いしますということ

でお願いをしていた、そういった経緯があったので今回こういうふうに

住所とか個人の特定に関わるような非常に重要な情報が載らなくなっ

たのは、すごくいいことだなというふうに思っております。 

今回に限らず、様々な委員さんの個人情報がですね、載せなくていい

ものは載せないような形でお取り計らいを今後もいただけるととても

いいんではないかなというふうに思います。 

教育長 他に質疑等ないようですから、これから議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号「対馬市教育委員会表彰について」は、原案のとおり承

認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第２５号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第８、議案第２６号「専決処分の承認を求めること

について」を議題とします。 

なお、本案については、人事案件でありますので、対馬市教育委員会

会議規則第１３条第１項のただし書きの規定により、非公開にしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしのようです。 

したがって本案については非公開といたします。 

 【非公開】 

教育長 これより会議を公開いたします。 

議案第２６号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第９、報告第１５号「要保護及び準要保護児童生徒
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の認定等について」を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

学校教育課長 資料は２９ページになります。 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒について対馬市

就学援助事務取扱要綱の規定により、要保護、準要保護児童生徒として

認定等を行いましたのでご報告いたします。 

なお、校種別、学校別の児童生徒の氏名等については別にお配りをし

ている資料をご参照ください。 

この資料についてはこの会終了後に回収いたしますことをご了承く

ださい。 

今回は、令和７年１１月１日現在の認定者数と１２月１日までに申請

のあった新たな認定者を報告をいたします。 

まず、要保護認定者についてでございます。 

資料は３０ページでございます。 

小学校の要保護認定者は、継続認定者が８名、認定取消者が１名あり

ましたので、合計７名となっております。 

中学校の要保護認定者についてでございます。 

資料は３１ページです。 

継続認定者が１１名、認定取消者が１名ありましたので、合計１０名

となっております。 

次に、準要保護についてです。 

資料は３０ページに戻ります。 

小学校の準要保護認定者は、継続認定者が１３３名、追加認定者、認

定取消者はありませんでしたので、合計１３３名になります。 

次に中学校の準要保護認定者についてでございます。 

資料は３１ページです。 

継続認定者は１０１名、追加認定者、認定取消者はありませんでした

ので、合計１０１名となります。 

以上でございます。 

教育長 報告が終わりましたが、この件に関して質疑等はございませんか。 

 

質疑等ないようですから、報告第１５号「要保護及び準要保護児童生

徒の認定等について」の報告は終了いたします。 

 

続きまして、日程第１０、「その他」の事項に移ります。 

まず、各課の事業予定を報告いたします。 
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教育総務課長から順に、主な内容について報告をお願いします。 

教育総務課長 それでは、１月の事業予定について説明いたします。 

５日、月曜日、消防出初式、それから午後から、仕事始め式が行われ

ます。 

教育長、部長が出席します。 

２７日、火曜日、第１回教育委員会会議を予定しております。 

２９日から３０日にかけまして、第４回長崎県都市教育長協議会が長

崎市で開催されます。教育長が出席されます。 

それと、記載はしておりませんが、先ほど教育長が行動説明の際に申

し上げました、統合に係る今里地区総会での説明ですが、１月７日、水

曜日に開催が決定しております。 

また、１６日、金曜日、第１回対馬市議会臨時会が開催される予定と

なっております。 

以上です。 

学校教育課長 １月８日、１回目の教育長ヒアリング、人事関係になります。 

９日、定例校長会 

１３日、定例教頭会を開催いたします。 

１９日、月曜日、対馬市特別支援教育コーディネーター各地区研修会

を上地区を対象に開催いたします。 

２０日、第６回初任研と第２回中堅研、第７回初任研が開催されます。 

２１日、２回目の教育長ヒアリングになります。 

２２日、対馬市養護教諭研修会が開催されます。 

２３日、第３回複式指導法研修会を厳原北小学校で開催いたします。 

２９日、木曜日、対馬市人権教育研究大会と、対馬市特別支援教育コ

ーディネーター各地区研修会の下地区の部を開催いたします。 

以上でございます。 

生涯学習課長 生涯学習課の１月事業予定について報告いたします。 

３日、土曜日、二十歳を祝う会をシャインドームみねで開催いたしま

す。 

例年、教育委員の皆様には、お正月のご多忙ななかご臨席いただいて

おります。本当にありがとうございます。 

今回もどうぞよろしくお願いいたします。 

簡単ですが生涯学習課からは以上になります。 

文化財課長 文化財課になります。 

１７日、土曜日、対馬藩主宗家墓所、万松院で一般の見学会と少し清

掃作業を実施します。今募集中です。 
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２６日、月曜日、１月２６日は文化財防火デーと定められております

ので、職員総動員しまして、市内の有形文化財の消火設備点検、あと可

能であれば博物館で放水訓練の実施を検討しているところです。 

あとは調整中ですが、佐須奈小学校と久田小学校で出前授業の希望が

あっておりますので、１月中の開催を調整中です。 

以上になります。 

教育長 各課の事業予定の報告が終わりましたが、この件に関して質疑等はあ

りませんか。 

一宮委員 文化財課の事業予定の説明で佐須奈小学校と久田小学校の出前授業

が調整中とのことでしたが、今のこの時期にどんなテーマとか、どうい

うふうな要望があっているのか教えてください。 

文化財課長 佐須奈小学校につきましては、佐須奈番所というところがありまし

て、江戸時代に番所があったことを中心に説明を求められたと記憶して

おります。 

久田小学校につきましては、お船江跡を希望されています。 

以上です。 

教育長 その他は特にないということでございます。 

それでは、本日の会議はこれで終了いたします。 

 

次回の会議日程の件で事務局からお願いいたします。 

事務局 次回会議ですが、１月２７日、火曜日、午後２時から、場所は対馬市

役所峰庁舎２階第４会議室を予定しております。 

教育長 次回の会議日程について提案がありましたが、委員の皆様のご都合は

いかがでしょうか。 

それでは、次回の会議を１月２７日、火曜日に開催いたします。 

開始時刻は午後２時から、対馬市役所峰庁舎２階、第４会議室の予定

ですが、後日、事務局から改めてお知らせをいたします。 

 

これで、本日の日程は、すべて終了いたしましたので会議を閉じます。 

以上で、令和７年第１３回対馬市教育委員会会議を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 
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 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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